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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央開口部の境界を定める環状表面部であって、複数の固体照明素子を担持する環状表
面部を含む環状部を持つヒートシンクと、
　前記ヒートシンクと協働する球根状部材であって、前記固体照明素子の反対側の第１表
面部、及び前記第１表面部から前記中央開口部を通って延在する第２表面部を持つ球根状
部材とを有する照明装置であって、
　前記球根状部材が、前記複数の固体照明素子によって発せられる光のための光ガイド部
材として用いられ、
　前記球根状部材が、前記環状表面部上の個々の固体照明素子の幅の２０乃至５０％の範
囲内の壁厚を持つ照明装置。
【請求項２】
　前記環状部が、前記環状表面部から前記球根状部材の前記第１表面部の方へ延在するリ
ムを更に有する請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記固体照明素子が、環状担体に取り付けられ、前記環状担体が、前記環状表面部によ
って支持される請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記球根状部材が、前記第１表面部を含む接合部によって先細環状部に接続される球根
状部を有し、前記先細環状部が、前記第２表面部を有し、前記中央開口部を通って前記ヒ
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ートシンク内へ延在する請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記球根状部材が、内面部に、前記照明装置の光軸上に中心がある反射コーティングを
有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記コーティングがTiO2を有する請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記コーティングが、前記内面部の円形セクションを被覆し、前記球根状部材が、最大
直径を持ち、前記円形セクションが、前記最大直径の２５乃至５０％の範囲内の直径を持
つ請求項５又は６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記球根状部材が、透明又は半透明である請求項１乃至７のいずれか一項に記載の照明
装置。 
【請求項９】
　前記球根状部材が、ガラス又はポリマで作成される請求項１乃至８のいずれか一項に記
載の照明装置。
【請求項１０】
　前記ポリマが、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート及びポリ（メチルメタ
クリレート）から選択される請求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
　取り付け具を更に有し、前記ヒートシンクが、
　前記取り付け具と係合する他の部分と、
　前記環状部から前記他の部分まで延在する複数のフィンとを更に有し、前記複数のフィ
ンが、前記フィンの間の複数の光出射窓を規定するように間隔をおいて配置される請求項
１乃至１０のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記固体照明素子が発光ダイオードである請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項１３】
　前記照明装置が電球である請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の照明装置を有する照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中央開口部の境界を定める環状表面部であって、複数のＳＳＬ素子を担持す
る環状表面部を持つヒートシンクと、前記ヒートシンクと協働する球根状部材とを有する
照明装置に関する。
【０００２】
　本発明は、更に、このような照明装置を有する照明器具に関する。
【背景技術】
【０００３】
　人口が継続的に増えていることにより、世界のエネルギ需要を満たすこと、及び地球規
模の温暖化現象の原因であると考えられている温室効果ガス排出を抑制するよう炭素排出
を制御することは、ますます困難になっている。これらの問題は、エネルギ消費を減らす
試みにおける電気のより効率的な使用への動きを引き起こしている。
【０００４】
　１つのこのような問題領域は、家庭環境又は商業的環境における照明アプリケーション
である。従来の、相対的にエネルギ効率の悪い、白熱又は蛍光電球のような電球の、より
エネルギ効率の良い代替物への置き換えに向かう明らかな傾向がある。実際、多くの自治
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体において、白熱電球の製造及び小売が禁止されており、斯くして、消費者に、例えば、
白熱電球の交換時には、エネルギ効率の良い代替物を買うことを強いている。
【０００５】
　特に将来有望な代替物は、白熱又は蛍光電球の何分の１かのエネルギコストで単位光出
力を生成することができる固体照明（ＳＳＬ）装置によって供給される。このようなＳＳ
Ｌ素子の例は、発光ダイオード（ＬＥＤ）である。
【０００６】
　白熱電球と同様の全体形状を持つＳＳＬ照明装置、例えば、球根状固体照明装置を供給
することは既知である。これらの球根状ＳＳＬ装置は、白熱電球を置き換えるために用い
られてもよく、又は白熱電球と同様のアプリケーションにおいて用いられてもよい。しか
しながら、白熱照明装置は、照明装置のまわりの３６０°近くに均一な光分布を生成する
傾向があるのに対して、固体照明素子は、外観において、白熱電球のような白熱照明装置
の光分布と同様の光分布を生成することができるＳＳＬベースの照明装置を製造するため
には付加的な手段が必要とされるような、点光源として機能する。このような手段なしで
は、ＳＳＬベースの照明装置は、むらのある且つ／又はより限られた光出力を生成し得る
。このような異なる外観は、一般に、消費者によって快く思われず、ＳＳＬベースの照明
装置の市場浸透を高めるためには、好ましくは回避されるべきであり、又は少なくとも最
小化されるべきである。
【０００７】
　照明装置の光出力の均一性を改善するための設計を持つＬＥＤベースの照明装置の例は
、WO 2013/017612 A2において開示されている。開示されているＬＥＤ照明組立体は、Ｌ
ＥＤチップを担持するプリント回路基板を持ち、ヒートシンクが前記プリント回路基板と
熱的に接続され、前記ＬＥＤ照明組立体は、球根のように構成される光ガイドボディを更
に有し、前記光ガイドボディは、内面と、光発生面としての外面と、ＬＥＤチップからの
光の光入力結合面としての端面とを持つ。前記内面は、前記端面からの光の少なくとも一
部が、反射され、前記外面を通って出るようにするよう、前記外面の方への反射面を形成
するように構成される。
【０００８】
　しかしながら、この設計は、幾つかの著しく不利な点を持つ。まず、前記ＬＥＤが、前
記光ガイドボディの前記端面によって覆われているという事実により、光ガイドボディの
最小限の厚さは、ＬＥＤの幅を上回らなければならない。このような相対的に厚い光ガイ
ドボディは、照明装置の発光効率を損ない得る。更に、例えば、７５Ｗ又は１００Ｗの白
熱電球と等しい光出力を持つレトロフィット電球を製造するために相対的に多くのＬＥＤ
が前記プリント回路基板に設けられる必要がある場合には、前記光ガイドボディと前記Ｌ
ＥＤとの間の密接な結合により、前記ＬＥＤの温度管理が問題になり得る。最後に、前記
光ガイドボディは前記プリント回路基板で切れるという事実により、この照明装置は、白
熱電球の光分布によく似ている光分布を生成することはできない。
【０００９】
　US2012/327656A1は、各々が固体透光性材料が充填された光集積ボリュームを持つ固体
タイプ照明設備を開示している。このような構造は、光ガイドの機能を備える壁部を持た
ない。
【００１０】
　US2011/175527A1は、ボリュームを形成する透光性構造を備える設備又はバルブなどの
照明アプリケーションを開示している。透光性の固体、ゲル又は液体が、ボリュームを満
たしている。このような構造は、光ガイドの機能を備える壁部を持たない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、より均一の光分布を生成し得るＳＳＬ素子ベースの照明装置を提供しようと
するものである。
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【００１２】
　本発明は、更に、このような照明装置を有する照明器具を提供しようとするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　或る態様によれば、中央開口部の境界を定める環状表面部であって、複数のＳＳＬ素子
を担持する環状表面部を含む環状部を持つヒートシンクと、前記ヒートシンクと協働する
球根状部材であって、前記ＳＳＬ素子の反対側の第１表面部、及び前記第１表面部から前
記中央開口部を通って延在する第２表面部を持つ球根状部材とを有する照明装置が提供さ
れる。
【００１４】
　前記ＳＳＬ素子が前記球根状部材の外側に配設されるという事実により、相対的に薄い
球根状部材が光ガイドとして用いられることができ、それによって、前記光ガイドの十分
な発光効率を達成する。これは、前記ＳＳＬ素子の温度管理の可制御性も改善する。更に
、前記球根状部材が前記ＳＳＬ素子を担持する前記表面部を越えて延在することから、前
記照明装置が白熱電球のような既存の照明装置の光分布によりよく似るように、前記照明
装置の発光角度分布(angular luminous distribution)が増大され得る。更に、このよう
な照明装置の組立てプロセスが相対的に単純であること、及び前記球根状部材には相対的
に少量の材料しか必要とされないことにより、本発明の照明装置は、コスト効率が良いよ
うにして製造され得る。
【００１５】
　前記環状部は、前記環状表面部から前記球根状部材の前記第１表面部の方へ延在するリ
ムを更に有し得る。このことは、前記ヒートシンクの、前記ＳＳＬ素子と密接な熱的結合
をしている部分の表面積が増大されるので、前記照明装置の温度管理の可制御性を更に改
善する。
【００１６】
　前記ＳＳＬ素子は、前記ヒートシンクの前記環状表面部に直接取り付けられてもよい。
他の例においては、前記固体照明素子は、環状担体に取り付けられてもよく、前記環状担
体は、前記環状表面部によって支持される。このことは、前記照明装置のより簡単な組み
立てに役立つ。
【００１７】
　前記球根状部材は、前記第１表面部を含む接合部によって先細環状部に接続される球根
状部を有してもよく、前記先細環状部は、前記第２表面部を有し、前記中央開口部を通っ
て前記ヒートシンク内へ延在する。前記先細環状部は、前記ＳＳＬ素子によって生成され
る光を前記ヒートシンク内へ案内し得る。このことは、前記ヒートシンクが、前記照明装
置の取り付け具と係合するための他の部分と、前記環状部から前記他の部分まで延在する
複数のフィンとを更に有し、前記複数のフィンが、前記フィンの間の複数の光出射窓を規
定するように間隔をおいて配置される場合に、とりわけ有利である。この実施例において
は、前記先細環状部を出る光は、前記複数の光出射窓を通って前記照明装置を出ることが
でき、それによって、前記照明装置の発光角度分布を更に増大させる。 
【００１８】
　実施例においては、前記球根状部材は、内面部に、前記照明装置の光軸上に中心がある
反射コーティングを有する。このような反射コーティングは、前記照明装置の光出力の均
一性の改善に役立ち得るだけでなく、その発光角度分布の増大にも役立ち得る。例えば、
このような反射コーティングを含むことによって、Energy Starの要件を満たす照明装置
を製造することが可能であり得る。
【００１９】
　あらゆる適切な反射コーティングが考慮に入れられ得る。とりわけ有利な実施例におい
ては、前記コーティングはTiO2を有する。なぜなら、酸化チタンは、ブチルアクリレート
のような適切な溶媒を用いて粒子の形態で堆積され得るからである。これは、前記球根状
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部材内の前記反射コーティングの形成を容易にする。
【００２０】
　前記コーティングは、前記内面部の円形セクションを被覆してもよく、前記球根状部材
は、最大直径を持ち、前記円形セクションは、前記最大直径の２５乃至５０％の範囲内の
直径を持つ。前記コーティングがこの範囲内で寸法を決められる場合に、Energy Starの
要件を満たす照明装置が供給され得ることが分かった。
【００２１】
　実施例においては、前記球根状部材は、前記環状表面部上の個々のＳＳＬ素子の幅の２
０乃至５０％の範囲内の壁厚を持つ。
【００２２】
　実施例においては、前記球根状部材は、前記照明装置の内部のものを見えにくくするよ
う半透明である。
【００２３】
　前記球根状部材は、ガラス又はポリマで作成され得る。前記照明装置がポリマで作成さ
れる場合、前記ポリマは、例えば、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート及び
ポリ（メチルメタクリレート）から選択され得る。このようなポリマは、適切な光学特性
を持つことが知られている。
【００２４】
　実施例においては、前記固体照明素子は、発光ダイオードである。
【００２５】
　実施例においては、前記照明装置は、電球である。
【００２６】
　別の態様によれば、上述の実施例のうちの１つ以上による照明装置を有する照明器具が
提供される。このような照明器具は、例えば、前記照明装置のホルダ、又は前記照明装置
が組み込まれる器具であり得る。
【００２７】
　本発明の実施例を、添付図面を参照して、非限定的な例として、より詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施例による照明装置の断面図を概略的に示す。
【図２】実施例による照明装置の分解図を概略的に示す。
【図３】実施例による照明装置の斜視図を概略的に示す。
【図４】実施例による照明装置の光分布図を示す。
【図５】実施例による照明装置の相対光度グラフを示す。
【図６】実施例による照明装置の断面図を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図は、単に概略的なものに過ぎず、縮尺通りには描かれていないことは、理解されるべ
きである。図の全体を通じて、同じ参照符号は、同じ又は同様のパーツを示すために用い
られていることも、理解されるべきである。
【００３０】
　本発明による照明装置１０の実施例の断面図が、図１において概略的に示されている。
図２は、図１の照明装置を分解図で概略的に示しており、図３は、図１の照明装置を斜視
図で概略的に示している。これらの図における同じ参照符号は、明示的に別段の定めをし
た場合を除き、同じ要素を表わしている。
【００３１】
　照明装置１０は、照明装置１０の全体的な形状を形成するために、ヒートシンク３０と
係合する球根状部材２０を有する。球根状部材２０は、一般に、ガラス、又は例えば、ポ
リカーボネート、ＰＭＭＡ、ＰＥＴなどの光学向けポリマ(optical grade polymer)のよ
うな、材料であって、光が前記材料を通って進むことができる材料で作成される。前記材
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料は、透明又は半透明であってもよく、例えば、前記材料が半透明の材料である場合には
、前記照明装置の内部のものが、外部の観察者によって直接観察されることが防止される
ことができ、それによって、照明装置１０の審美的な外観を改善する。
【００３２】
　ヒートシンク３０は、適切な金属のような任意の適切な熱伝導性材料で作成され得る。
非限定例として、ヒートシンク３０は、アルミニウム又はアルミニウム合金で作成され得
るが、他の金属又は金属合金も用いられ得ることは、当業者には明らかであるだろう。ヒ
ートシンク３０は、環状表面部３３と、環状部３１の外縁部から、球根状部材２０に向か
って、例えば、球根状部材２０の第１表面部２１に向かって、上方へ延在するリム３２と
を含む環状部３１を有する。実施例においては、リム３２は、球根状部材２０に向かって
延在し、接触する。
【００３３】
　環状表面部３３は、ヒートシンク３０の中央開口部３７の境界を定める。環状部３１は
、環状表面部３３に直接取り付けられる、又は環状表面部３３に取り付けられ得る環状担
体５２に取り付けられる複数の固体照明（ＳＳＬ）素子５０のためのホルダを規定する。
環状担体５２は、一般に、環状表面部３３と一致するよう寸法を決められる。任意の適切
な担体５２、例えば、プリント回路基板（ＰＣＢ）などが、ＳＳＬ素子５０を担持するた
めに用いられ得る。
【００３４】
　実施例においては、ＳＳＬ素子５０はＬＥＤである。如何なる適切なタイプのＬＥＤも
、照明装置１０への封入が考慮され得る。ＳＳＬ素子５０は、各ＳＳＬ素子５０が同じ色
又は色温度の光を発するように選ばれ得る。他の例においては、異なる色の光又は異なる
色温度の光を発するＳＳＬ素子５０の組み合わせが照明装置１０に含まれ得る。
【００３５】
　実施例においては、ヒートシンク３０は、照明装置１０の取り付け具１４と係合する他
の部分３４を有する。図１乃至３においては、単に非限定例として、ねじ込み形取り付け
具が示されているが、取り付け具１４は、バヨネット式取り付け具、ＧＵタイプ取り付け
具、ＭＲタイプ取り付け具などのような任意の適切な形状をとり得ることは理解されるだ
ろう。他の部分３４は、取り付け具１４から環状部３１へ延在し得る。しかしながら、と
りわけ有利な実施例においては、他の部分３４は、環状部３１から空間的に分離される。
この実施例においては、ヒートシンク３０は、各々が他の部分３４から環状部３１へ延在
する複数のフィン３５を更に有し得る。
【００３６】
　フィン３５の形状又は形態は特に限定されず、フィン３５は任意の適切な形状又は形態
をしていてもよい。実施例においては、ヒートシンク３０の環状部３１は、他の部分３４
より大きい外径を持ち、フィン３５は、とりわけ図２に示されているように、環状部３１
から他の部分３４に向かって内側へ湾曲し得る。フィン３５は、環状部３１から他の部分
３４へ任意の適切な態様で延在し得る。非限定例として、フィン３５は、環状表面部３３
の底部からヒートシンク３０の他の部分３４の外面へ延在してもよいが、多く他の適切な
構成が等しく実施可能であることは当業者には理解されるだろう。
【００３７】
　フィン３５は、一般に、複数の関連するギャップ３６によって互いから分離される。下
でより詳細に説明するように、ギャップ３６は、照明装置１０によって生成される光分布
の角度範囲を増大させるための光出射領域の役割を果たし得る。ギャップ３６は、照明装
置の内部のものが開口部３６にさらされないような材料であって、光が前記材料を通って
進むことができる材料、例えば、透明又は半透明のガラス又はポリマを含み得る。他の例
においては、ギャップ３６は、カバーされないままであり得る。これは、下でより詳細に
説明するように、例えば、球根状部材２０が、ギャップ３６が球根状部材２０の一部によ
って覆われるようにヒートシンク３０内へ延在する場合に、実施可能な実施例である。
【００３８】
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　球根状部材２０は、一般に、球根状部材２０が、ＳＳＬ素子５０の発光面に面する第１
表面部２１と、第１表面部２１からヒートシンク３０の中央開口部３７を通って延在する
第２表面部２２とを含むような形をしている。結果的に、第１表面部２１と、第２表面部
２２と、環状表面部３３と、リム３０とが、ＳＳＬ素子５０が収容される環状又はドーナ
ッツ状コンパートメント４０を規定するよう協働する。一方では、球根状部材２０とＳＳ
Ｌ素子５０との間の接触の制限により、他方では、ヒートシンク３０とＳＳＬ素子５０と
の間の相対的に大きな接触領域により、ＳＳＬ素子５０により生成される熱の温度管理は
、よく管理されることができ、１００Ｗの電球と等しい光束を生成する照明装置が、この
ような光束を生成するために必要とされる数のＳＳＬ素子５０の温度が許容値を上回らず
に、実現され得ることが分かった。
【００３９】
　球根状部材２０は、ＳＳＬ素子５０によって発せられる光のための光ガイド部材の役割
を果たし、前記光は、各々、球根状部材２０の第１表面部２１及び第２表面部２２を通っ
て光ガイド部材内へ結合され得る。この光ガイド部材内へ結合される光の量を増大させる
ために、ヒートシンク３０の環状部３１のリム３２は、ＳＳＬ素子５０からリム３２の方
向に発せられた光が、リム３２によって、第１表面部２１又は第２表面部３２の方へ向け
直される（反射される）ような反射性であり得る。同じ理由で、ヒートシンク３０の環状
部３１の環状表面部３３は反射性であり得る。リム３２及び／又は環状表面部３３は、反
射性材料、例えば、アルミニウム又はその合金のような光沢のある金属又は金属合金で作
成されてもよく、又は所望の反射率を達成するよう反射性ホイルのような反射層で被覆さ
れてもよい。
【００４０】
　ここで、この構成は、相対的に薄い球根状部材２０が用いられることを可能にし、これ
は、ＳＳＬ素子５０によって発せられる光が、例えばWO 2013/017612 A2においてそうで
あるように光ガイド部材の端面に凹部を設けることによってではなく、光ガイド部材の外
面を通って、光ガイド部材内へ結合されるからであることに注意されたい。例えば、図６
に示されているように、幾つかの実施例においては、球根状部材２０の壁厚は、個々のＳ
ＳＬ素子５０の幅の約２０乃至５０％の範囲内で選ばれ得る。換言すれば、球根状部材２
０の壁厚は、ＳＳＬ素子５０の一般的な幅より小さい。例えば、ＳＳＬ素子５０の一般的
な幅は、球根状部材２０の壁厚が、0.5乃至1.5mm、例えば、1mmであれば、3mmであるだろ
う。結果的に、照明装置１０の実施例において用いられる球根状部材２０は、相対的に薄
く保たれることができ、即ち、相対的に少ない材料を用いて実現されることができ、例え
ば吸収による光損失は、一般に、材料であって、光が前記材料を通って進まなければなら
ない材料の量と比例するので、このことは、それ故、照明装置１０の発光効率を改善する
。
【００４１】
　球根状部材２０の第２表面部２２は、一般に、第２表面部２２の少なくとも一部が、中
央開口部３７の面より下に位置し、即ち、中央開口部３７と取り付け具１４との間に位置
するように、第１表面部２１からヒートシンク３０の中央開口部３７を通って延在する。
これは、光が、光ガイド部材の役割を果たす球根状部材２０を、中央開口部３７の上述の
面より下の領域において、出ることを可能にする。これは、ヒートシンク３０が、中央開
口部３７の面より下で球根状部材２０を出る光が複数のギャップ３６を通って照明装置１
０を出ることができるような複数のギャップ３６を含む場合には、とりわけ有利である。
すぐに分かるだろうように、これは、下でより詳細に証明するように、照明装置１０によ
って生成される光分布を著しく改善し得る。第２表面部２２は、ギャップ３６を部分的に
カバーしてもよく、即ち、球根状部材２０は、環状部３１とヒートシンク３０の他の部分
３４との間で終わってもよい。他の例においては、第２表面部２２は、ギャップ３６を完
全にカバーしてもよく、即ち、球根状部材２０は、ヒートシンク３０の他の部分３４のと
ころで又は中で終わってもよい。この後者の実施例においては、ギャップ３６のカバーは
球根状部材２０によって供給されるので、ギャップ３６は、カバー材料を含む必要はない
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だろう。
【００４２】
　球根状部材２０は、任意の適切な形状をしていてもよい。実施例においては、球根状部
材２０は、接合部２３によって先細環状部２４に接続される球根状ボディ２５を含み得る
。接合部２３は、第１表面部２１を含んでもよく、先細環状部２４は、第２表面部２２を
含んでもよい。接合部２３は、接合部２３と球根状ボディ２５との間の外縁部が、ヒート
シンク３０の環状部３１のリム３２と一致し、接合部２３と先細環状部２４との間の内縁
部が、先細環状部２４がヒートシンク３０の中央開口部３７を通って延在することを可能
にするように、寸法を決められ得る。
【００４３】
　同様に、球根状ボディ２５は、連続的に湾曲したボディ、平坦な頂部セクションを有す
る湾曲したボディなどのような、任意の適切な形状をしていてもよい。球根状部材２０は
、照明装置１０が、外観において、できるだけ従来の照明装置と似ているように、既存の
白熱電球の形状に対応する形をしていてもよい。
【００４４】
　実施例においては、照明装置１０は、球根状ボディ２５の内面のような球根状部材２０
の内面上の反射コーティング２６のような反射性部材、又は光を照明装置１０の下部の方
へ、例えば、ギャップ３６の方へ向け直すための球根状部材２０内の任意の他の適切な反
射性部材を更に有する。
【００４５】
　反射コーティング２６の場合には、反射コーティング２６は、好ましくは、照明装置１
０の光軸１２上に中心があり、中央開口部３７と取り付け具１４との間の領域において照
明装置１０を出る光の強度が増大され得るように、ＳＳＬ素子５０によって発せられた光
を、中央開口部３７を通して、例えば、存在する場合にはギャップ３６の方向に、反射す
るよう構成され得る。
【００４６】
　これは、例えば、照明装置１０によって生成される光度分布における角度依存性が、例
えば、照明装置１０がEnergy Starの要件を満たすべきである場合にそうであるように、
所定の許容限度内に保たれなければならない場合に、重要である。これらの要件の一部は
、照明装置によって生成される光度の９０％の変動が、平均光度から２５％以下だけであ
り、照明装置によって生成される全ての光度の変動が、照明装置によって生成される平均
光度の５０％以下だけであることを、要求する。
【００４７】
　Energy Starの要件のような要件を満たすため、反射部２６は、それに応じて寸法を決
められ得る。例えば、反射部２６は、照明装置１０の光軸１２上に中心がある円形形状を
していてもよく、前記円形形状は、球根状部材２０の最大直径に対して特定の割合にある
直径を持つ。幾つかの実施例においては、前記円形形状の直径は、球根状部材２０の最大
直径の２５乃至５０％であり得る。反射部２６の適切な寸法決めは、照明装置によって生
成される光分布が、上述のEnergy Starの要件のような光分布要件を満たし得るように、
適切な量の光が、反射部２６によって、照明装置１０の下部の方へ、例えば、ギャップ３
６の方へ反射されることを確実にする。例えば、標準的なサイズの電球の場合は、円形反
射部２６は、所望の光分布を達成するために約20mmの直径を持ち得る。
【００４８】
　反射部２６には、任意の適切な反射コーティング材料が用いられ得る。球根状部材２０
にコーティング材料を付すとりわけ簡単な方法は、適切な溶媒内の反射コーティング材料
の分散又は溶液を供給し、所定のボリュームの前記分散又は溶液を球根状部材２０内に堆
積させ、溶媒を、球根状部材２０の内面部に反射部２６を残すよう、蒸発させるものであ
る。実施例においては、ブチルアクリレートのような溶媒内のTiO2粒子の分散、例えば、
TiO2フラッドが、このようにして堆積されてもよく、後に、TiO2から形成される反射部２
６を形成するためのブチルアクリレートの排出が続く。しかしながら、この目的のために
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に分かるだろうことを強調しておく。このような材料及び溶媒の多くは、それら自体はよ
く知られているので、ただ簡潔にするために、これを更に詳細には説明しない。
【００４９】
　幾つかの実施例においては、照明装置１０は電球であるが、本発明の他の実施例は必ず
しもそれに限定されないことは理解されるべきである。
【００５０】
　図４は、上で説明したように、複数のフィン３５が、環状部３１とヒートシンク３０の
他の部分３４との間の複数のギャップ３６を規定し、反射部２６が、球根状ボディ２５の
内面上に存在し、光軸１２上に中心がある図３による照明装置１０の光出力の極プロット
を示している。この実施例においては、球根状ボディ２０は、プラスチックボディ（ポリ
カーボネート）であり、球根状部材２０の先細部２４は、ギャップ３６を完全にカバーし
ている。
【００５１】
　この極プロットは、全３６０°の範囲にわたる光分布が達成されることができ、それに
よって、（発光）外観が白熱電球のような従来の電球と同様である照明装置１０を提供す
ることを明らかに示している。照明装置１０によって生成される平均光度は、全光度範囲
が約400乃至1000lmにわたる状態で、約600lmであり、故に、図３の照明装置１０は、Ener
gy Starの要件を満たすことが理解され得る。
【００５２】
　このことは、図５にも示されており、図５は、照明装置１０の光軸１２に対する発光角
度の関数として照明装置１０の相対光度（％）を示している。図５における実線の枠は、
照明装置１０の測定ポイントの９０％に対する平均光度からの許容２５％偏差（Energy S
tar）を示しているのに対して、破線の枠は、平均光度からの許容５０％偏差を上回る領
域を示している。照明装置１０の発光の測定光度データの少なくとも９０％は、実線の枠
内にあり、照明装置１０の測定データは、破線の枠の１つの中にないので、照明装置１０
は、例えば米国において用いられているEnergy Starの要件を満たすことが分かる。
【００５３】
　本発明の１つ以上の実施例による照明装置１０は、有利には、照明装置のホルダ、例え
ば、天井照明器具、又は照明装置が組み込まれる器具、例えば、レンジフード(cooker ho
od)などのような照明器具に含まれ得る。例えば、管状照明装置のアレイを有する広告照
明器具などの、他の適切なタイプの照明器具は、当業者には明らかであるだろう。
【００５４】
　上記の実施例は、本発明を限定するものではなく、説明するものであって、当業者は、
添付の請求項の範囲から逸脱せずに多くの別の実施例を設計することができるであろうこ
とに注意されたい。請求項において、括弧内に配置されるいかなる参照符号も、請求項を
限定するものとして解釈されるべきではない。「有する」という単語は、請求項において
挙げられている要素又はステップ以外の要素又はステップの存在を除外しない。要素の単
数形表記は、複数のこのような要素の存在を除外しない。本発明は、幾つかの別個の要素
を有するハードウェアによって実施され得る。幾つかの手段を列挙している装置の請求項
においては、これらの手段のうちの幾つかは、ハードウェアの全く同一のアイテムによっ
て実施され得る。単に、特定の手段が、相互に異なる従属請求項において引用されている
という事実は、これらの手段の組み合わせが有利になるように用いられることができない
ことを示すものではない。
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